
燕市告示第１８６号 

 

 燕市木造住宅耐震化事業補助金交付要綱 (令和3年燕市告示第224号)の一部

を次のように改正する。 

  令和 ７ 年 ３ 月３１日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

題名を次のように改める。  

燕市地震に強い住まいづくり支援事業実施要綱  

第 1 条中「燕市木造住宅耐震化事業補助金」を「燕市地震に強い住まいづ

くり補助金」に改める。 

 第 2 条第 5 号中「倒壊の危険性があると判断された木造住宅」の次に「を

いう。」を加え、同条第 6 号から第 10 号までを次のように改める。  

(6) 高齢者等住宅 市内に所在する住宅であって、次のいずれかに該当す

るものをいう。  

ア 高齢者(65 歳以上の者)を含む世帯が居住する住宅  

イ 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)第 41 条第 1 項に規定する居宅要

介護被保険者又は同法第 53 条第 1 項に規定する居宅要支援被保険者が

居住する住宅 

ウ 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第 4 項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受けている者が居住する住宅  

エ 新潟県療養手帳制度による療養手帳の交付を受けている者が居住す

る住宅 

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123 号)

第 45 条第 2 項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者が居住する住宅  

(7) 子育て世帯住宅  交付申請時点において、高校生年代まで (18 歳に達

する日以後の最初の 3 月 31 日まで)の子を有する世帯が居住する住宅を

いう。 



(8) 耐震設計 耐震診断判定の結果、1.0 未満と診断された木造住宅の上

部構造評点を 1.0 以上まで向上させる耐震改修工事を行うための設計を

いう。 

(9) 耐震改修工事 耐震設計を実施し、かつ、地震に対する安全性の向上

を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、既存住宅の上部構造

評点を 10 以上まで向上させる工事をいう。  

(10) 部分耐震改修工事 (1 回目) 高齢者等住宅について、耐震設計を実

施し、かつ、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事

を含む改修工事で、既存住宅の上部構造評点を 0.7 以上、又は 2 階建て

住宅の 1 階部分の上部構造評点を 1.0 以上まで向上させる工事をいう。  

 第 2 条第 13 号を同条第 18 号とし、同条第 12 号中「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)第 2 条第 1 項第 3 号)」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (平成 27年法律第 53

号)第 2 条第 1 項第 3 号)」に改め、同号を同条第 17 号とし、同条中第 11 号

を第 16 号とし、第 10 号の次に次の 5 号を加える。  

(11) 部分耐震改修工事(2 回目) 部分耐震改修工事(1 回目)を実施した高

齢者等住宅について、上部構造評点を 1.0 以上まで向上させる工事をい

う。 

(12) 耐震建替工事  対象住宅の除却及び対象住宅の敷地を含む一団の土

地における一戸建住宅の建築をいう。  

(13) 住替除却工事  対象住宅から地震に対して安全な構造を有している

住宅に転居し、対象住宅を除却する工事をいう。  

(14) 耐震シェルター等設置工事  対象住宅(高齢者等住宅に限る。 )につ

いて、耐震シェルター等(公的機関の認定を受けたもの)を対象住宅の 1

階部分に設置する工事をいう。  

(15) 感震ブレーカー設置工事  対象住宅において感震ブレーカーを設置

する工事をいう。  

第 3 条第 1 項中「耐震改修工事、耐震建替工事 (土砂災害特別警戒区域外

のものに限る。)又は住替除却工事」を「次に掲げる工事」に改め、同項に



次の表を加える。  

工事名称 備考 

耐震改修工事 土砂災害特例警戒区域外のものに限

る。 

部分耐震改修工事(1 回目) 土砂災害特別警戒区域外のものに限

る。 

部分耐震改修工事(2 回目) 土砂災害特別警戒区域外のものに限

る。 

耐震建替工事 土砂災害特別警戒区域外のものに限

る。 

耐震シェルター等設置工事  土砂災害特別警戒区域外のものに限

る。 

住替除却工事  

感震ブレーカー設置工事  

第 4 条中「耐震改修工事」を「耐震改修工事、部分耐震改修工事 (1 回目)

及び部分耐震改修工事(2 回目)」に改める。 

 第 8 条中「燕市木造住宅耐震化事業補助金交付申請書 (耐震改修・耐震建

替・住替除却)(様式第 1 号)」を「燕市地震に強い住まいづくり補助金交付

申請書(様式第 1 号)」に改める。 

 第 11条中「燕市木造住宅耐震化事業補助金交付決定通知書 (様式第 2号)」

を「燕市地震に強い住まいづくり補助金交付決定通知書 (様式第 2 号)」に、

「燕市木造住宅耐震化事業補助金不交付決定通知書 (様式第 3 号)」を「燕市

地震に強い住まいづくり補助金不交付決定通知書 (様式第 3 号)」に改める。 

 第 12 条第 1 項中「燕市木造住宅耐震化事業補助金交付申請取下届出書 (様

式第 4 号)」を「燕市地震に強い住まいづくり補助金交付申請取下届出書 (様

式第 4 号)」に改める。 

 第 13 条第 1 項中「燕市木造住宅耐震化事業補助金変更承認申請書 (耐震改

修・耐震建替・住替除却)(様式第 5 号)」を「燕市地震に強い住まいづくり

補助金変更承認申請書(様式第 5 号)」に改め、同条第 3 項中「燕市木造住宅



耐震化事業補助金変更承認通知書 (様式第 6 号)」を「燕市地震に強い住まい

づくり補助金変更承認通知書(様式第 6 号)」に改める。 

 第 14 条第 1 項中「燕市木造住宅耐震化事業補助金実績報告書 (耐震改修・

耐震建替・住替除却)(様式第 7 号)」を「燕市地震に強い住まいづくり補助

金実績報告書(様式第 7 号)」に改め、同条第 2 項中「燕市木造住宅耐震化事

業補助金確定通知書(様式第 8 号)」を「燕市地震に強い住まいづくり補助金

確定通知書(様式第 8 号)」に改める。 

 第 15 条中「燕市木造住宅耐震化事業補助金請求書 (様式第 9 号。以下「請

求書」という。)」を「燕市地震に強い住まいづくり補助金請求書 (様式第 9

号。以下「請求書」という。)」に改める。 

 第 19 条を第 20 条とする。 

 第 18 条中「燕市木造住宅耐震化事業補助金返還命令書 (様式第 11 号)」を

「燕市地震に強い住まいづくり補助金返還命令書 (様式第 13 号)」に改め、

同条を第 19 条とする。 

 第 17 条第 2 項中「燕市木造住宅耐震化事業補助金交付決定取消通知書 (様

式第 10 号 )」を「燕市地震に強い住まいづくり補助金交付決定取消通知書

(様式第 12 号)」に改め、同条を第 18 条とする。 

 第 16 条中「前条の」を「第 15 条の規定による請求書の提出があったとき

は申請者に、前条の規定による請求書の提出があったときは補助金の受領を

委任された者に、それぞれ」に改め、同条を第 17 条とし、第 15 条の次に次

の 1 条を加える。 

(代理受領) 

第 16 条 申請者は、補助対象工事の契約を締結した者に補助金の受領を委

任することができる。 

2 前項の規定により補助金の受領を委任された者は、前条に定める請求書

の提出に代えて、燕市地震に強い住まいづくり補助金代理受領請求書 (様

式第 10 号)及び燕市地震に強い住まいづくり補助金代理受領委任状(様式

第 11 号)を市長に提出しなければならない。  

 別表を次のように改める。  



別表(第 7 条関係) 

工事・事業区

分 

該当条項 補助金の額 限度額 

耐震改修工事 第 2 条第 9

号 

耐震改修工事に係る工事費

の 5 分の 4 に相当する額 

120 万円 

(高齢者等住宅にあ

っては 140 万円) 

部分耐震改修

工事(1 回目) 

第 2 条第 10

号 

部分耐震改修工事に係る工

事費の 5 分の 4 に相当する

額 

60 万円 

部分耐震改修

工事(2 回目) 

第 2 条第 11

号 

80 万円 

耐震建替工事 第 2 条第 12

号 

耐震建替工事に係る工事費

の 5 分の 4 に相当する額 

80 万円 

(子育て世帯住宅に

あっては 110 万円) 

住替除却工事 第 2 条第 13

号 

住替除却に係る除却費の 2

3％に相当する額  

50 万円 

耐震シェルタ

ー等設置工事 

第 2 条第 14

号 

耐震シェルター等設置工事

に係る工事費の 2 分の 1 に

相当する額 

30 万円 

感震ブレーカ

ー設置工事 

第 2 条第 15

号 

感震ブレーカー設置工事に

係る工事費の 5 分の 4 に相

当する額 

5 万円 

省エネ設計等

に関する事業 

第 3 条の 2

第 1 号 

省エネ設計等に係る委託費

の 3 分の 2 に相当する額 

20 万円 

省エネ改修に

関する事業 

第 3 条の 2

第 2 号 

省エネ改修に係る工事費の

23％に相当する額  

40 万円 

(ZEH 水準にあって

は 60 万円) 

備考 工事費及び委託料は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた

額とする。 



 様式第1号から様式13号を次のように改める。  

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 


